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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

当行は、下記のとおり株主優待制度を一部変更することを決定いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

１．変更の理由 

  平成 29 年 10 月１日を効力発生日とした株式併合（10 株を１株に併合）および単元株式数の変更

（1,000株を 100株に変更）を実施したことに伴い、現行の株主優待制度における対象となる株主さ

まの保有株式数を以下のとおり変更いたします。 

 

２．変更の内容 

（１）変更内容 

 変更前 変更後 

夏の株主優待 

 対象となる株主さま 

３月 31日現在で 

1,000株以上保有の株主さま 

３月 31日 

100株以上保有の株主さま 

冬の株主優待 

対象となる株主さま 

９月 30日現在で 

5,000株以上保有の株主さま 

９月 30日現在で 

500株以上保有の株主さま 

 

（２）実施日 

  平成 30 年３月 31 日現在の株主名簿に記載または記録されている株主さまへの株主優待から実施

いたします。 

   

以上 

 

＜本件に関するお問合せ＞ 

経営管理部総務グループ（株式担当） ＴＥＬ：058-266-2562（平日 9:00～17:00） 


